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はじめに 

令和元年６月５日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法

律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されました。これを踏まえ、令和２年１月に「事業主が

職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に

ついての指針」（令和２年厚生労働省告示第５号）が策定され、顧客等からの著しい迷惑行為

（暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等）に関し、事業者は相談に応じ、適切に対応するた

めに必要な体制の整備や被害者への配慮に取組むことが望ましいこと、被害を防止するためのマニュアル

作成や研修の実施等が有効である旨が示されました。人材確保や定着のため、職員が安心して働くこと

のできる職場環境・労働環境の整備という観点からも各事業者がこうした取組みに着手していくことは重

要なことといえます。 

こうした時代の要請に応え、障害福祉の現場における利用者や家族等によるハラスメントの実態を把

握し、事業者として取組むべき対策などを示すことを目的に、令和３年度障害者総合福祉推進事業

「障害福祉の現場におけるハラスメントに関する調査研究」を実施しました（調査概要は下記のとおり）。 

 

障害福祉等サービスにおける利用者や家族等によるハラスメントへの対応は、サービスを継続するため

の人材の確保や定着を図るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析することで、人材育成やサービスの

質の向上、虐待防止に繋がるなど様々な意味を持ちます。 

事業者の皆様に利用者や家族等によるハラスメント対応の重要性をご理解いただき、体制整備や取

組みを行っていただくことを目的として本マニュアルを作成しました。多くの事業者に職員が安心して働ける

職場づくりのために本マニュアルを活用いただくことを願っています。 

 

■事業者アンケート調査実施概要 

調査方法:専用のＷｅｂサイトから回答（回答ＵＲＬなど依頼状を郵送） 

実施期間:２０２１年８月２３日～９月１７日 

        ※締切りまでに回答の無かった事業者には、再度回答を依頼した 

調査対象:全国の障害福祉サービス等施設・事業所 

（障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく２９のサービス） 

発送件数:５，２９４件 

回 収 数:５２７件（９．９％） 

※対象事業者の抽出について 

調査対象事業者のリストは、障害福祉サービス等情報検索ウェブサイトを基に作成。 

（URL:https://www.wam.go.jp/sfkohyoout/COP000100E0000.do） 

調査対象サービスごとに、層化無作為抽出法により、３．２％～全数で抽出 
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■職員アンケート調査実施概要 

調査方法:事業者アンケートと同封して郵送、管理者などを介して職員へ回答を依頼 

実施期間:２０２１年８月２３日～９月１７日 

調査対象:事業者アンケート発送先施設・事業所に勤務する職員 

サンプル数:１，５０９件 

 

 

■事業者へのヒアリング調査実施概要 

調査方法:訪問あるいは Web による聞き取り 

実施期間:２０２１年１１月１７日～１１月２９日 

調査対象:本事業の検討委員及び事業者アンケートより抽出 

 

 

【本マニュアルの使い方】 

本マニュアルは以下のような使い方を想定しています。 

 

■事業者が利用者・家族等からのハラスメントに関して、対策を講じるための参考資料とする 

■事業者が各施設・事業所の管理者やハラスメント相談受付担当者（以下、管理者等）に対して、 

ハラスメントの防止や発生した際の対応についての研修等を行うための基礎資料として用いる 

 

【職員向けリーフレットについて】 

 本マニュアルの作成に併せて、職員向けにもハラスメントに関する基本的な知識や対応を整理したリー

フレットを作成しました。職員が安心して働ける職場づくりのため、事業者から職員へ配布いただき、朝礼

などでの読み合わせや職員研修の参考資料にするなどぜひ活用ください。 
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Ⅰ．なぜ利用者や家族等によるハラスメント対応の整備が求められるのか 

（１）利用者や家族等によるハラスメントとはどのような行為を指すのか 

利用者や家族等によるハラスメントは次のように整理されます（以下、本マニュアルでは、利用者・家

族等から示される次のような行為を「ハラスメント」という用語で表現します）。 

１．身体的暴力 

身体的な力を使って危害を及ぼす行為。（職員が回避したため危害を免れたケースを含む） 

例） 

■身体的暴力を振るわれた、振るわれそうになった 

(つねられる、ひっかかれる、たたかれる、蹴られる、など) 

■唾を吐きかけられた、吐きかけられるようなことがあった 

■コップ等の物を投げつけられた、投げつけられるようなことがあった 

■物を破壊する、攻撃されるなど、恐怖を感じる行為をされた 

 

２．精神的暴力 

個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為。  

例） 

■攻撃的な態度で大声を出された 

■他者を引き合いに出し、過大なサービスなどを繰り返し要求された 

■契約や制度上、提供できないサービスを繰り返し要求された 

■人格や能力を否定する発言をされた 

■脅迫する発言を受けた 

 

３．セクシュアルハラスメント 

意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的いやがらせ行為。  

例） 

■サービス提供時、不必要に身体に接触された、接触されるようなことがあった 

(手を握られる、抱きしめられる、など) 

■性的な発言をされた、繰り返し言われるようなことがあった 

■性的な関係を迫られた 

■食事やデートに執拗に誘われた 

■アダルトビデオを流す、あるいはヌードの写真が見られるように置かれた 
 

出典:株式会社三菱総合研究所「介護現場におけるハラスメント対策マニュアル」（2019 年、3 頁）を MS&AD インタ―リスク総研株式会社にて一部編集 
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（２）障害福祉サービス等事業者がハラスメントに対応することの意味 

ハラスメントについて適切な相談体制を整備するためには、その重要性を理解することが大切です。 

「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ず

べき措置等についての指針」（令和２年厚生労働省告示第５号）では、顧客等からの著しい迷惑行

為によって、職員が就業環境を害されることのないよう、体制整備や被害者への配慮、マニュアルの作成

や研修の実施等、業種・業態等の状況に応じて取組むことが望ましいと示しています。 

また、事業者には「安全配慮義務」の観点からもこれらの取組みに積極的に対応することが期待され

ています。安全配慮義務とは、「職員が安全かつ健康に働けるように使用者（事業者、管理者）が配

慮する」ことです。この義務を果たしていない場合、民事訴訟の対象となる可能性があり、経営上のリスク

となります。 

障害福祉サービスにおけるハラスメントへの対応は、サービスを継続するための人材の確保や定着を図

るだけにとどまらず、発生の背景要因を分析すると様々な意味を持ちます。例えば、利用者・家族等が事

業者への不満や不信を感じたことで感情的に発生するものや、利用者の心身の状況と職員の支援方法

とのミスマッチによって発生するもの等が考えられ、対応を通じてサービスの質の向上や利用者の状態に合

った支援方法の検討にもつながります。一方で、事業者がハラスメントに適切に対応せず、職員が不満や

精神的ストレスを抱えこむと、利用者への報復（虐待）につながってしまう可能性もあります。 

 

（３）ハラスメントの相談や報告がないのは良いことか 

職員からハラスメントに関する相談や報告がないことは、一概に良いこととは言えません。実際に、職員

向けのアンケートでは全体の２割～４割が「利用者や家族等からハラスメントを受けたことがある」と回答

し（図１）、その半数程度が「誰にも相談しなかった」「内容によって相談しなかった」という結果が出てい

ます（図２）。 

相談しなかった理由として、「相談しても解決しないと思ったから」「利用者・家族等の障害や病気によ

るものであったから」「利用者・家族等の性格又は生活歴によるものであったから」が上位です（図３）。 

アンケートではハラスメントを受けたことのある職員の４割以上が「仕事を辞めたいと思ったことがある」と

も回答しています（図４）。 

職員が管理者等にハラスメントを受けたことを申し出るのは抵抗感を抱くことがあります。「申し出ること

で自身の能力が低いと思われたり、評価を下げられたりするのではないか」などの不安があるためです。事

業者はこの気持ちを汲み取り、相談することで不利益を被ることがないことを明確に示して、不安なく気

軽に相談できる体制を整備するよう努めなければなりません。 
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図１:ハラスメントを受けたことのある職員の割合（ｎ＝1,509） 

 

 

 

 

図２:利用者・家族等からハラスメントを受けた際の相談状況（ｎ＝299） 
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図３:相談しなかった理由【複数回答】 

（相談しなかった人、内容によっては相談した人が回答） 

 
 

 

 

図４:利用者・家族等からハラスメントを受けたことによる影響【複数回答】 

（利用者・家族等からハラスメントを受けたことのある人が回答） 

 

  

調査数
相談しても
解決しない
と思ったから

誰に相談す
ればよいか
分からな
かったから

相談したこ
とが本人に
わかってし
まった後が
怖いと思っ

たから

問題が大き
くなると面
倒だと思っ

たから

相手のこと
を考えたか

ら

利用者・家
族等の障

害や病気に
よるもので
あったから

利用者・家
族等の性
格又は生
活歴による
ものであった

から

自分自身
でうまく対
応できてい

たから

相談しても
自分自身
が否定され
ると思ったか

ら

その他

169 49.1% 10.1% 10.1% 25.4% 10.1% 33.1% 34.9% 17.8% 11.8% 5.9%

調査数
仕事を辞めたいと
思ったことがある

いずれもない
ケガや病気( 精神
的なものも含む)
になったことがある

休んだことがある
実際に仕事を

辞めたことがある
その他

299 44.8% 34.8% 11.0% 8.4% 1.7% 6.4%
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Ⅱ．受付から対応までの流れ～職員全員が理解しておくこと 

ハラスメントに適切に対応するためには、職員からの相談受付から対応までの仕組みをつくることが必

要です。職場全体でハラスメントを見過ごさず、その解消に向けて組織的に対応するためです。仕組みと

は、ハラスメントに関する相談対応体制やマニュアルを整備することであり、職員全体でその流れを理解し

ておくことが重要です。 

 

 

出典:社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会「福祉サービス事業者のための苦情対応マニュアル」（3 頁）を参考に MS&AD インタ―リスク総研株式会社にて作成 

図５:ハラスメントに関する相談対応の流れ 

 

（１）ハラスメント対応の仕組みをつくり、周知する 

事業者としてハラスメントに対応するための仕組みをつくり、職員へ周知します。周知する際には、ハラ

スメントについて安心して相談できることや、相談窓口とその連絡先などについて、書面でわかりやすく案

内します。ハラスメント発生を早期に把握し、職員に配慮しながら対応できる仕組みをつくる上では、次の

ような取組みがあります。 
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ハラスメント発生を早期に把握し、対応するための取組み例 

●ハラスメント対応に関する方針や相談対応の体制・フローの周知 

ハラスメントを見過ごさないといった方針や相談対応の体制・フローが明示されることで、職員にも 

「相談していいんだ」との安心感を与えられます。 

●安心して相談できる窓口の設置（事業者内・事業者外） 

窓口は「男女でそれぞれ同性の窓口担当者を設ける」「弁護士など外部の専門家に委託する」など

して、相談に対する心理的ハードルを下げて、実効性のある仕組みにすることが重要です。 

●定期的な職員との面談機会での聞き取り（人事考課の面談などの活用） 

１対１でプライバシーを保護しながら話せる環境のため、不安や恐れなどを抱くことなく、安心して話

しをすることができます。本人が体験したことや思いなどを聞き出すためには、管理者等と職員の信頼

関係が重要なため、他取組みを通じて安心して相談できる職場の雰囲気をつくっていきましょう。 

●職員アンケートの実施 

事業者として全職員を対象に業務への不安や恐れ等を拾い上げるアンケートを実施することも有

効です。業務がうまくこなせないことが、ハラスメント発生の原因となることも想定されるからです。実効

性を持たせるためには、アンケートの提出先や匿名性に配慮して記入しやすくする、アンケートで把握し

た問題には必ず何らかの形で回答するといった工夫が必要です。 

●管理者による現場巡回 

管理者自らが現場の様子を把握することで、ハラスメントに繋がる異変を早期に発見したり、報告・

相談しやすい職場の雰囲気をつくったりできます。 

●日々の支援記録などから気になる記載について職員への聞き取り 

管理者は日々挙がってくる支援記録などからも異変を察知するよう努めます。記録に書かれたことの

背景も想像しながら、気になる点は職員に直接確認するなどの積極的な対応が重要です。 

●虐待防止のために実施する業務の振り返りやセルフチェックの活用 

 ハラスメント発生の要因として、職員の関わり方や支援方法が利用者に合っていないことも考えられ
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ます。虐待防止のために実施する振り返りやセルフチェックでは、ハラスメント防止の観点でも記載内容

を確認します。 

 

（２）相談を受け付ける 

職員から相談があったときは、まずは相談受付担当者が職員の受けた行為の内容などを聞き取ります。

相談を受ける際は、職員の心情に配慮しながら話をじっくり聴きます。内容によって職員へ支援に関する

助言など言いたいことがあったとしても、職員が一旦話し終えるまではさえぎらずに耳を傾けましょう。 

相談者の意向や要望を確認し、必ず記録します。聞き取りにあたって、抜け漏れがないように次ページ

のような受付票（図６）などの書式を準備しておきます。 

相談受付票にもあるように、受け付けた相談内容は相談者のプライバシーを保護するため、本人の了

解なしには相談受付者担当者以外に共有しないことが重要です。併せて、相談したことによって人事考

課などで不利益な取扱いを行わない旨を伝え、安心して話してもらえるようにします。 

職員が安心して相談できるような工夫も必要です。例えば、セクシュアルハラスメント等のケースでは、

相談受付担当者が異性だと相談しにくい場合があります。事業者としてこのような場合にも配慮して、相

談受付担当者は男女各１名ずつ設置するなどします。 

管理者でなく、事業者で設置した相談窓口で受け付けた場合は、相談者の意向や相談の内容を踏

まえ、組織としてこの後どのように進めていくかを決めておくことも必要です。 
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図６:利用者・家族等対応に関する相談受付票の例 
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（３）相談受付後の対応 

①事実確認 

相談受付担当者による相談者からの聞き取りを終えたら、利用者の支援記録や家族等の情報を整

理した関係書類などを確認します。 

相談者の意向や相談内容に応じて、利用者・家族等にも当時の状況や行為に至った要因など聞き

取りを行います。 

聞き取りを行おうとしても、相談者が精神的なショックでうまく状況を説明できなかったり、利用者・家族

等も感情的になって落ち着いて話すことが難しかったりする等、うまく事実を確認できない場合があります。

この場合は、相談者の了解を得て、現場にいた他職員や目撃者などの第三者にも聞き取りを行います。

第三者に聞き取りをする際には、相談者の情報などについて守秘義務があることを十分に理解してもらい、

事実確認を行う人数はできる限り絞りましょう。 

 

②解決に向けた対応の検討 

事実確認ができたら、事業者としての対応を検討します。相談者の意向によりますが、まずは原則とし

て相談受付以降は相談者が行為者と距離を置けるよう配慮します。小規模事業者や勤務形態などの

事情によってその対応が難しい場合は、複数名で対応できるよう調整を行い、相談者と行為者が１対

１となる状況を作らないようにします。 

確認した事実に基づいて、行為者と共有すべき問題（課題）や事業者からハラスメントの再発防止

のために行為者へ申し入れることを整理します。 

障害福祉サービス等では、利用者・家族等の心身の状況に対する職員の知識やスキルが不足してい

たことで、ハラスメントが発生することもあります。この場合には、職員へ利用者・家族等の特性に対する

知識や具体的な対応の教育を行うとともに、職員が可能な支援やコミュニケーションでの工夫について意

見を出し合うなどします。 

 

③事業者内での協議や第三者委員・関係機関との連携 

ケースによって解決責任者であっても判断が困難なことや打てる手立てが限られてしまうことがあります。

その場合は解決責任者であっても抱え込まずに、事業者内の役職者会議などへ議題として提示し、事

業者全体で対応の検討を行います。客観的・中立的立場からの助言や介入が求められる場合は、第

三者委員や相談支援事業所、行政などの関係機関に相談しましょう。ただし、事実を共有する上では、

相談者のプライバシーに配慮して、本人から了解を得ることを忘れないよう留意してください。 

 

（４）解決に向けた対応 

①利用者・家族等への説明、話し合い 

事実確認した結果や、事業者内で検討した対応策などについて、利用者・家族等へ説明します。必
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要に応じて第三者委員や相談支援事業所、行政の担当ケースワーカーなどの関係機関に立ち会っても

らい、落ち着いた状態で利用者・家族等と話し合います。 

 

②職員への配慮 

ハラスメントを受けた職員に対しても、事業者として配慮が必要です。原則として、行為者と物理的な

距離が取れるようにシフト調整や勤務する部署や施設・事業所の変更を検討します。支援を複数名の

チームで行うようにして、相談者と行為者が１対１とならないようにすることも有効です。職員の意向によ

って、確認した事実や利用者・家族等の心身の状況などを考慮し、職員の取るべき対応について管理

者等から助言や支援を行います。 

 

（５）対応後に実施すること 

①観察の継続 

受け付けた相談へ一度対応すれば、ハラスメント対応が完了するとは限りません。利用者・家族等の

心身の状況変化や行為につながってしまった支援を繰り返してしまう等により、新たなハラスメントが発生

したり、再発したりする可能性があります。 

管理者は自ら現場を巡回することや日々の記録を注視する等して、職員や利用者の普段の様子を

把握し、異変に早く気づけるようにします。 

 

②事業者内、職場内での対応内容・対応結果の共有 

同じことを起こさないためには、職員の同意を得る等プライバシーに配慮しながら、事業者内、職場内

で共有し、ハラスメントがなぜ発生してしまったかを分析し、再発防止に努めることが大切です。 
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Ⅲ．相談受付担当者の役割 

（１）相談受付担当者の役割 

職員からの相談受付は事業規模などによって、施設⾧・所⾧など管理者、サービス管理責任者など

現場のリーダー、事業者の本部に設置した窓口担当者が対応すると想定されます。相談受付担当者の

役割は、相談への１次対応者として非常に重要です。相談内容やその後の対応に関する意向を確認

して記録すること、自身が責任者として、あるいは、事業者内で設けた窓口の受付担当者であれば解決

にあたる責任者へ報告して解決をはかること、受け付けた相談への対応について相談者と調整する役割

があります。 

 

相談受付担当者の主な役割 

①職員から相談を受け付ける 

②相談したことによって、不利益な取り扱いは受けないことや対応にあたってプライバシーに配慮する 

ことを説明する 

③相談の内容を確認する 

④今後の対応について相談者の要望を確認する 

⑤（相談受付担当者と解決責任者が異なる場合）解決責任者へ報告する 

 

（２）受付時の望ましい態度 

相談を受け付ける際には、事務的に受け付けるのではなく、話に対して相槌を打ちながら共感するなど

して相談者としっかりコミュニ―ションを取るように意識します。 

相談の内容を正確に把握できるよう聞き方に気をつけます。この段階で「職員の対応がまずかったので

はないか」と疑ったり、事業者・管理者側に都合の良いように誘導したりすることがないよう留意します。相

談者が相談してきた事柄に対して、我慢するように指示したり、軽んじるような態度を示したりした場合は、

相談受付担当者から職員へのハラスメントになりかねません。十分注意して対応しましょう。 

 

（３）受付時に留意すべきこと 

まず、相談者が何を訴えているのか、何を求めているのかを把握します。相談者は明確に受けた行為

のみを訴えてくるだけでなく、その時の感情や不安などと絡めて様々な情報を順不同に話すことがあります。

相談受付担当者はその気持ちに寄り添いつつも、この後に必要な内容を５Ｗ１Ｈなどの枠組みに沿っ
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て聞き取る必要があります（Ｐ．１０の受付票を参照）。 

ハラスメントを受けたことを申し出るのは本人にとって非常に勇気がいることです。「申し出ることで自身

の能力が低いと思われたり、評価を下げられたりするのではないか」「報告したことで大事になるのではない

か」と不安に思うためです。相談受付担当者はこのような心情も理解しながら、解決に向けて迅速に対

応し、そのまま放置しないといった誠実な対応を心がけます。 

相談受付は職員のプライバシーに十分に配慮し、聞き取りを行う際は個室で行うなど工夫します。 

 

（４）匿名での相談受付 

相談者の中には、不当な対応をされること等を心配して匿名を希望する場合があります。その場合で

も担当者は対応することが原則です。 

匿名での相談を受け付けた際は、内容を把握したうえで可能な範囲で名前や連絡先を教えてほしい

ことを伝えます。相談内容によっては、匿名のままでの対応が難しいことや、事業者として検討した対応や

その結果を伝えたいことなどを説明します。 

 

（５）受付対応の記録 

相談内容や対応の経過は必ず記録に残し、対応完了後に事業者内で共有して、再発防止を検討

する際の基礎資料として活用できるようにします。 

ケースによって、相談支援事業所や行政のケースワーカー等の関係機関と連携する際にも、正確な記

録があるとスムーズに進めることができます。 
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Ⅳ．解決責任者の役割 

（１）解決責任者に求められること 

解決責任者は施設⾧・所⾧などの管理者が担当します。求められる役割は、相談された内容につい

て必要に応じて第三者委員など外部とも連携しながら、事業者の責任者として解決にあたることです。 

解決責任者は、相談内容や行為者である利用者・家族等の心身の状況などを総合的に判断して、

第一には「何が問題（課題）であるかを共有し、話し合いで解決する（利用者・家族等へ説明して、

理解いただいた上で解決に導くこと）」ことを目指します。併せて、ハラスメントを受けた職員の心情を理

解し、意向を把握しながら今後も業務を続けていくための支援を検討します。 

 

解決責任者の主な役割 

①相談内容や利用者・家族等の心身の状況などを踏まえた対応方針の検討・判断 

②利用者・家族等へ説明すること、話し合うことの整理 

③ハラスメントを受けた職員への配慮（シフト調整、配置の変更など） 

④ケースに応じて、事業所内の協議に挙げるかの判断 

⑤ケースに応じて、第三者委員や相談支援事業所等の関係機関との連携の検討 

⑥対応後の職員・利用者の継続した観察、状況把握 

⑦プライバシーに配慮した職場内での対応内容・対応結果の共有 

  

（２）解決責任者として望ましい態度 

解決責任者は相談された内容について、客観的かつ公平な視点で解決に向けた対応を検討すること

が必要です。「職員の支援スキルが低いから」「支援ではよくあることで大げさだ」など、ハラスメントが発生

した原因は職員個人にあると決めつけて対応してしまうと、問題点が明らかにならないばかりか、職員に対

するセカンドハラスメント（２次被害）になる可能性もあります。 

行為者となった利用者・家族等、相談者である職員の双方の尊厳を守るため、事実確認や解決に

向けた対応に事業者の代表として、誠実に取組むことが重要です。 

 

（３）対応時に留意すべきこと 

解決責任者自身で実行できる対応に限界がある、利用者・家族等の心身の状況や要望によって話
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し合いの場の設定が難しい等で解決が困難なケースが考えられます。このような場合は、解決責任者で

あっても問題を抱え込まずに、事業者内の協議へ挙げることや外部へ相談することを検討しましょう。その

際には、相談者へ解決責任者単独での対応が困難なことを説明した上で、情報を共有することへの了

解を取り付けることを忘れないようにします。 

  



18 
 

Ⅴ．事業者内での協議の役割 

（１）事業所内での協議に求められること 

ハラスメント対応の状況によっては、解決責任者であっても判断が困難なことや、外部との連携が必要

な場合など、施設・事業所単独では解決できないことがあります。 

その場合は、事業者内の役職者会議やハラスメント対応の役割を持つ委員会へ議題として挙げて、

法人本部や他施設・事業所を巻き込んだ事業者全体で解決に向けた対応を検討します。 

この協議体は必ずしもハラスメント対応のために新たに整える必要はなく、苦情解決や虐待防止、新

たに法定化された職員間のハラスメントに対応する委員会などが役割の１つとして担うことで、事務的な

負担を軽減できます。 

 

事業者内での協議の主な役割 

①解決責任者単独での解決が困難なケースへの対応検討 

②解決責任者の実施した対応について、妥当性などの判断 

③解決に向けた施設・事業所間の調整 

④対応結果・対応内容の事業者全体への共有 

 

（２）協議を進める上で留意すべきこと 

事業者内での協議にあたっては、法人本部や他施設・事業所の出席者が正確に事実や現状を把握

できるように、事案に対応している解決責任者は必要な情報や記録を示して説明する必要があります。

スムーズな共有・検討のために対応経過などをしっかり記録しておきましょう。 
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Ⅵ．第三者委員、関係機関との連携 

（１）第三者委員、関係機関へ期待すること 

第三者委員や相談支援事業所、行政等の関係機関には、利用者・家族等と事業者との間で、客

観的かつ公平な立場での事実確認や対応への助言、仲介などの支援が期待されます。 

 

第三者委員、関係機関に期待される主な役割 

①聞き取りや解決に向けた話し合いなどへの同席 

②行為に繋がった背景要因の分析への助言 

③対応への助言 

④利用者・家族等と事業者との仲介（ケースによって代理しての聞き取り対応など） 

⑤日常的な事業者への助言 

⑥日常的な利用者・家族等の状況把握と意見聴取 

 

（２）平時から連携を密にする 

発生した利用者・家族等のハラスメントについて、外部機関に相談したり、支援を求めたりすることに抵

抗のある方もいるかもしれません。事業者の中で解決できることが望ましいですが、一方で行為に繋がった

要因の分析や自分たちの対応に気づかないうちに偏りが出てしまい、利用者・家族等と職員のどちらかへ

の配慮が足りなくなる可能性もあります。自施設・事業所のサービスの質の向上や職員の安全・安心の

確保にも繋がるため、関わってもらうようにしましょう。 

発生してから連携をしようとすると、情報の共有や対応の協議をスムーズにはできないため、苦情解決

の検討委員会などとハラスメント防止・対応の協議を一体的に運営する等して役割を意識してもらい、

日ごろから相談できる関係性を作っておきましょう。 

ハラスメントは利用者・家族等と職員との普段の関わりなども発生要因として挙げられるため、来所日

を設定するなどして日常的な事業者の支援体制などにも助言を受けられると良いでしょう。 
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Ⅶ．分析と改善～ハラスメント対応を再発防止につなげる 

（１）要因の分析と改善に向けた取組み 

ハラスメントは一度対応して終わりとなるものではありません。発生した背景にある要因は様々ですが、

対応を経て把握した問題（課題）やその対応結果について分析し、再発防止に向けて事業者内、職

場内で共有することが重要です。 

ハラスメントが発生した背景を考えると、事業者として何が足りなかったかなどが見えてきます。それを事

業者内での対策の検討や研修にも活用しましょう。 

 

ハラスメント発生の原因と考えられる要因の例 

●利用者・家族等とのコミュニケーションエラー 

利用者・家族等の要望と事業者が対応可能なサービス範囲などを十分に説明、すり合わせできて 

いたか。 

●職員の知識不足 

利用者・家族等の特性や疾病などについて、必要な知識を持って対応していたか。 

●利用者・家族等の不穏 

本人の不調や環境の変化など利用者・家族等の不穏に繋がるようなことがなかったか。 

 

（２）新たなハラスメントを発生させないために 

新たなハラスメントが発生しないようにするため、職員への教育や支援体制の工夫などに取組むことが

重要です。ハラスメントを防止するため、次のような取組みが考えられます。 

 

ハラスメント防止のための取組み例 

●職員への教育 

 ハラスメントは必要なスキルや知識を身につけることによって、未然に防げることがあることを職場全体

で共有します。また、教育体制を整えてそれを職員に伝えます。自治体などが主催する支援者養成

研修への派遣やメンター制度などによる OJT が方法として挙げられます。 
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●同性介助 

 同性介助は利用者の尊厳を守ることと同時に、ハラスメントの防止にも有効です。担当の決定にあ

たっては、利用者、職員それぞれ本人の自認に配慮し、よく話を聞きながら意向を踏まえた配置になる

よう検討します。 

●定期的な職員の配置換え、チームによる支援（複数人での担当制） 

利用者と職員との相性などによって、支援に支障がでてしまうケースがあります。これを防止するた

め、定期的な職員の配置変更を検討したり、担当を複数人設定したりする等して、職員と利用者が

接触する頻度や時間を柔軟に調整できるようにします。 

●利用者・家族等への周知 

 契約書、重要事項説明などへ職員へのハラスメントによるサービス中断や変更の可能性があることを

記載しておきます。提供できるサービス範囲の理解が不十分なことでハラスメントが発生することもある

ため、契約に際して提供可能なサービスの範囲は別紙でも用意して説明するなど工夫します。 

 

＜訪問系サービスについて＞ 

訪問系サービスでは、「１対１で支援を行う場合がある」「利用者の居宅内での支援など管理者等が

状況を把握しにくい」などのことから、ハラスメントと認識されにくい場合があります。サービス提供従事者

（ヘルパー）が管理者やサービス提供責任者等に日頃からハラスメントに関する報告や相談がしやすい

環境を作ることが重要ですが、ヘルパーの日々の支援記録などに注意することや記録で気になる点につい

て直接確認するなど積極的な対応も考えられます。また、ハラスメントを回避したり、応援できる体制を予

め検討しておくことなども考えられます。 

 

（３）解決困難なケースの捉え方 

誠実な対応を心がけても、相談者の要望に沿った解決が難しい場合もあります。利用者・家族等と話

し合っても折り合いがつかず、その後の関係性に影響することもあります。 

そのような場合は事業者のみで抱え込まずに、第三者委員や相談支援事業者、行政のケースワーカ

ーなど関係機関に介入してもらい、客観的な視点や公平な立場によって解決への助言・支援をお願いし

ましょう。 

他の機関が関わることで、自分たちでは分からなかった課題（問題）に気づくことができ、解決の糸口

となるかもしれません。即座に解決に至らなかったとしても、相談者や管理者等の精神的負担の軽減や、
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新たに気づいた課題（問題）に取組むことでサービスの質の向上につながっていきます。 
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Ⅷ．ハラスメント対応事例 

事例１ ドライバーが利用者に殴られた 

利用者:Ａさん（精神障害、障害支援区分２）  

事業者:就労継続支援Ｂ型  

概要 

朝の送迎中、A さんにドライバーが急に殴られた。事業所へ到着した後、報告を受けた管理者から

ご家族に連絡し、事業所へ来ていただくことにした。その間、A さんとドライバーへ聞き取りを行い、A さ

んのご家族が到着された後に聞き取った当時の状況を説明した。その日はご家族と共に一旦ご帰宅

いただいた。 

 

対応経過 

翌日に改めて A さん・ご家族との面談を実施した。A さんの状況を確認し、医療機関や相談支援

事業所と連絡を取り、今後の対応を検討した。その結果、服薬内容の調整が実施され、家庭内で落

ち着きが認められるまで、サービスの利用を見合わせることとした。  

事業所では A さんの利用再開に伴って、運転席と後部座席の間にパーテーションを設置した。ま

た、ドライバーの気持ちが落ち着くまでは他職員が対応することにした。  

行為の発生から数か月後に A さんとドライバーの状況が安定してから、対応を以前の状態に戻し

た。  

 

対応のポイント 

・行為があってから、事業所に到着後すぐに管理者へ報告した。 

・管理者が A さんとドライバーの双方から話を聞き、事実確認に努めた。 

・医療機関や相談支援事業所と連携し、服薬内容の調整など適切な対応がとれた。 

・行為の発生を受けて、再発防止の対策を講じたり、ドライバーの気持ちに配慮して一時的に A さん 

から距離を取ったりする等の対応を行い、職員の安全と安心を確保した。 
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事例２ 電話対応中にＢさんから脅された 

利用者:Ｂさん（精神障害、障害支援区分３）  

事業者:居宅介護 

概要 

電話対応中、Ｂさんが自身の望む回答を得られなかったために、暴言や強い口調で脅された。その

場では傾聴や受容に徹したが、一方的に電話を切られてしまった。 

 

対応経過 

後日に冷静に話し合えるタイミングで、Ｂさんが客観的な理解ができるよう電話の内容の振り返りを

行った。責めずに話すことにより、Ｂさんも冷静に考えることができ、本人からの謝罪に繋がった。 

 

対応のポイント 

・行為があった際に、不調の背景要因を想像した。 

・その場で反論などをせずに一旦受容に徹したことで、エスカレートさせずに済んだ。 

・後日にＢさんが落ち着いた状況で一緒に振り返りをして、Ｂさんも事実を把握できるようにサポート 

したことで、本人が自らの言動を客観的に捉えられた。 
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事例３ C さんから支援拒否や暴言を受けた 

利用者:C さん（身体障害、障害支援区分６）  

事業者:施設入所支援 

概要 

 C さんは職員に対する暴言や介護拒否、支援方法について非難する等の言動がある。 

 

対応経過 

 １対１になる場面を作らず、必ず職員が複数いる状況で支援を行っている。そうすることで、支援中

に職員の精神的負担が大きい場合はその場で対応者を変更できるようにしている。  

また、管理者が職員の様子を観察して、精神的に悪化しそうな場合は担当から外れる時間を設定

し、職員からの希望次第で担当の変更も検討する。行為の要因は職員の力量のせいだけではないこ

とを職場で常に確認し、職員の精神的な安定を図っている。 

 

対応のポイント 

・支援をチームで行うことで、職員が一人で抱えまないようにしている。 

・何かあった際にも直ぐに応援を呼んだり、対応を代わったりすることが可能な状態としている。 

・管理者も自ら職員の状態把握に努め、柔軟に担当変更などに対応している。 

・チーム内で共通認識を持つことで、お互いに応援や対応を頼みやすい雰囲気を作っている。 
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事例４ 声掛けをしたら D さんから突き飛ばされた 

利用者:D さん（知的障害、障害支援区分５）  

事業者:共同生活援助（グループホーム） 

概要 

 職員が声掛けをしたら D さんに突き飛ばされた。 

 

対応経過 

 D さんは本件だけではなく、以前からホーム内に苦手な利用者がおり、顔を合わせると同じように押し

に行く状況が見られていた。 

 D さんが苦手な利用者と一緒に生活しているという状況を考慮し、法人内のグループホームで住み

替えを検討、実施した。それにより、安心して生活できるようになり、同様の行為は見られなくなった。  

職員は 1 か月間の自宅療養後に復帰することになった。この間、行為を受けた職員とはどうしたら仕

事を続けられるか、管理者と繰り返し話し合いを実施し、復帰後はこの職員が一人になる時間を作ら

ないよう配慮した。 

 

対応のポイント 

・発生した行為について、以前から見られた同様の行為と関連づけて背景要因を分析している。 

・分析した結果から法人内で環境調整を実施し、行為の再発防止を図っている。 

・管理者が職員と話し合い、復帰後の支援体制に配慮している。 
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事例５ Ｅさんから契約外のサービスの要求や、セクハラをされる 

利用者:Ｅさん（身体障害、障害支援区分２）  

事業者:居宅介護 

概要 

庭の手入れ等の契約外のサービスをしつこく要求される。対応困難であることを説明しても「なぜ出

来ないのか」と、繰り返し迫られる。また、Ｅさん自身で日常生活上の動作はある程度されるものの、

陰部への軟膏塗布を強要してきたり、ヘルパーの身体を触ったりする等の行為がある。 

 

対応経過 

同性介助を提案するが拒否されたため、自治体に相談すると「２人での介助」が認められた。ヘル

パーは安心感を持って対応できるようになったが、Ｅさんは一人での介助を繰り返し要望しており、定

期的に話し合いをする等の対応を行っている。 

 

対応のポイント 

・事業所で対応したがうまくいかなかったため、自治体と連携して解決を図っている。 

・Ｅさんの要望は続いているが話し合いでの対応とし、２人での介助にすることでヘルパーが安心でき 

る体制を作っている。 
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労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 

（抜粋） 

 

（雇用管理上の措置等） 

第三十条の二 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必 

要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当 

該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な 

措置を講じなければならない。 

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に 

事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 

３ 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効 

な実施を図るために必要な指針（以下この条において「指針」という。）を定めるものとする。 

４ 厚生労働大臣は、指針を定めるに当たっては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くものとする。 

５ 厚生労働大臣は、指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。 

６ 前二項の規定は、指針の変更について準用する。 

 
出典:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律（昭和四十一年

法律第百三十二号）、施行日:令和三年四月一日（令和二年法律第十四号による改正）より抜粋 

 

事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上 

講ずべき措置等についての指針（抜粋） 

 

１ はじめに 

この指針は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関す

る法律（昭和４１年法律第１３２号。以下「法」という。）第３０条の２第１項及び第２項に規

定する事業主が職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当

な範囲を超えたものにより、その雇用する労働者の就業環境が害されること（以下「職場におけるパワー

ハラスメント」という。）のないよう雇用管理上講ずべき措置等について、同条第３項の規定に基づき事

業主が適切かつ有効な実施を図るために必要な事項について定めたものである。 

（中略） 

７ 事業主が他の事業主の雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行

為に関し行うことが望ましい取組の内容 

事業主は、取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主（その者が法人である場合

にあっては、その役員）からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為（暴行、脅迫、ひどい

暴言、著しく不当な要求等）により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用

管理上の配慮として、例えば、⑴及び⑵の取組を行うことが望ましい。また、⑶のような取組を行うことも、 
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その雇用する労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。 

⑴  相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備 

事業主は、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑 

行為に関する労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要

な体制の整備として、４（２）イ及びロの例も参考にしつつ、次の取組を行うことが望ましい。 

また、併せて、労働者が当該相談をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを行っては

ならない旨を定め、労働者に周知・啓発することが望ましい。 

イ  相談先（上司、職場内の担当者等）をあらかじめ定め、これを労働者に周知すること。 

ロ  イの相談を受けた者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること。 

⑵  被害者への配慮のための取組 

事業主は、相談者から事実関係を確認し、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメ 

ントや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための

取組を行うことが望ましい。 

（被害者への配慮のための取組例） 

事案の内容や状況に応じ、被害者のメンタルヘルス不調への相談対応、著しい迷惑行為を行った

者に対する対応が必要な場合に一人で対応させない等の取組を行うこと。 

⑶  他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの著しい迷惑行為による

被害を防止するための取組 

⑴及び⑵の取組のほか、他の事業主が雇用する労働者等からのパワーハラスメントや顧客等からの 

著しい迷惑行為からその雇用する労働者が被害を受けることを防止する上では、事業主が、こうした

行為への対応に関するマニュアルの作成や研修の実施等の取組を行うことも有効と考えられる。 

また、業種・業態等によりその被害の実態や必要な対応も異なると考えられることから、業種・業態

等における被害の実態や業務の特性等を踏まえて、それぞれの状況に応じた必要な取組を進めること

も、被害の防止に当たっては効果的と考えられる。 

 
出典:事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等に

ついての指針（令和２年厚生労働省告示第５号）【令和２年６月１日適用】より抜粋 
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労働契約法（抜粋） 

 

（定義） 

第二条 この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 

２ この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。 

 

（労働者の安全への配慮） 

第五条 使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することが

できるよう、必要な配慮をするものとする。 

 
出典:平成十九年法律第百二十八号労働契約法より抜粋 

 

労働契約法の施行について（抜粋） 

 

５ 労働者の安全への配慮（法第５条関係） 

(1) 趣旨 

ア  通常の場合、労働者は、使用者の指定した場所に配置され、使用者の供給する設備、器具 

等を用いて労働に従事するものであることから、判例において、労働契約の内容として具体的に 

定めずとも、労働契約に伴い信義則上当然に、使用者は、労働者を危険から保護するよう配 

慮すべき安全配慮義務を負っているものとされているが、これは、民法等の規定からは明らかにな 

っていないところである。 

このため、法第５条において、使用者は当然に安全配慮義務を負うことを規定したものである 

こと。 

イ  これについては、次の裁判例が参考となること（別添）。 

○ 陸上自衛隊事件（最高裁昭和５０年２月２５日第三小法廷判決。最高裁判所民事 

判例集２９巻２号１４３頁） 

○ 川義事件（最高裁昭和５９年４月１０日第三小法廷判決。最高裁判所民事判例集 

３８巻６号５５７頁） 

(2) 内容 

ア  法第５条は、使用者は、労働契約に基づいてその本来の債務として賃金支払義務を負うほ 

か、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付随的義務として当然に安全配慮 

義務を負うことを規定したものであること。 

イ  法第５条の「労働契約に伴い」は、労働契約に特段の根拠規定がなくとも、労働契約上の付 

随的義務として当然に、使用者は安全配慮義務を負うことを明らかにしたものであること。 

ウ  法第５条の「生命、身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものであること。 

エ  法第５条の「必要な配慮」とは、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるも 



32 
 

のではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な

配慮をすることが求められるものであること。なお、労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７

号）をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規

定されているところであり、これらは当然に遵守されなければならないものであること。 

 
出典:労働契約法の施行について（平成２４年８月１０日基発０８１０第２号） 

 

個人情報の保護に関する法律（以下、個人情報保護法）上の「個人情報」とプライバシーの違いに 

ついて 

 

個人情報保護法上の「個人情報」とは、生きている個人に関する情報で、特定の個人であると分かる

もの及び他の情報と紐づけることにより容易に特定の個人であると分かるものをいい（法第２条第１

項）、個人情報保護法によって保護の対象となります。 

個人情報保護法上、プライバシーの保護や取扱いに関する規定はありませんが、個人情報保護法

は、「個人情報」の適正な取扱いにより、プライバシーを含む個人の権利利益の保護を図るものです。 

一方、プライバシーは「個人情報」の取扱いとの関連に留まらず、幅広い内容を含むと考えられます。そ

のようなプライバシーの侵害が発生した場合には、民法上の不法行為等として侵害に対する救済が図ら

れることとなります。 

 
出典:個人情報保護委員会「よくある質問（個人向け）」より抜粋し、MS&AD インタ―リスク総研株式会社にて一部編集 

<https://www.ppc.go.jp/personalinfo/faq/kojin/#k1-4>（最終アクセス日:2022 年 3 月 17 日） 
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令和３年度障害者総合福祉推進事業 

「障害福祉の現場におけるハラスメントに関する調査研究」 

障害福祉サービス等事業者向け 

職員を利用者・家族等によるハラスメントから守るために 
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障障発 0228 第１号 

平成 31 年２月 28 日 

 

  都 道 府 県 

各 指 定 都 市 御中 

  児童相談所設置市 

 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長  

（ 公 印 省 略 ） 

 

障害児通所支援事業所における緊急時の対応について 

 

障害保健福祉行政の推進につきましては、日々御尽力いただき厚く御礼申し上げ

ます。 

本日、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相

談所への定期的な情報提供について」（平成 31 年２月 28 日付け内閣府子ども・子

育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ども家庭局長、社会・

援護局障害保健福祉部長連名通知）及び「児童虐待防止対策に係る学校等・教育委

員会等と市町村・児童相談所との連携の強化について」（平成 31 年 2 月 28 日付け

内閣府子ども・子育て本部統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省子ど

も家庭局長、社会・援護局障害保健福祉部長連名通知）を発出し、市町村又は児童

相談所への児童虐待防止に係る資料及び情報の提供を行う施設について、障害児通

所支援事業所も対象としたところです。 

両通知において、緊急時の対応として、「なお、障害児通所支援事業所におけるこ

れらの取扱いは、原則として当該障害児通所支援事業所をほぼ毎日利用している幼

児児童生徒等を想定しているが、障害児通所支援事業所の利用頻度が低い又は利用

が不定期である幼児児童生徒等については、本取扱いに準じた取扱いとすることと

し、具体的な内容については、別途お示しする。」としていたところですが、具体的

な内容は下記のとおりですので、都道府県におかれては管内市町村及び管内市町村

所管の障害児通所支援事業所に、指定都市及び児童相談所設置市にあっては、管内

の障害児通所支援事業所に、それぞれ周知の上、取扱いに遺漏なきようよろしくお

取り計らい願います。 

周知にあっては、各障害児支援担当部局と十分に連携の上実施いただくよう願い

ます。  

本通知は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条の４第１項の規定に基

づく技術的助言であり、内容について子ども家庭局と協議済みであることを申し添



えます。 

 

記 

 

 

 

 障害児通所支援事業所において、障害児支援利用計画上利用が予定されてい

た幼児児童生徒等が、その理由の如何にかかわらず、利用の予定されていた日

に欠席し、当該欠席日から数えて休業日を除き７日以上の間、当該幼児児童生

徒等の状況を把握できない場合は、定期的な情報提供の期日を待つことなく、

速やかに市町村等に情報提供すること。 

ただし、保護者以外の者から当該幼児児童生徒等の状況が把握できた場合

（保育所等と併行通園をしている場合の保育所等への確認等）は上記の取扱い

をしないことができる。 

 

以上 

 



 
 

府 子 本 第 1 9 0 号 

30 文科初第 1618 号 

子 発 0228 第 ３ 号 

障 発 0228 第 ３ 号 

平成 31 年２月 28 日 

 

 

    都 道 府 県 知 事 

     都 道 府 県 教 育 委 員 会 教 育 長 

    指 定 都 市 市 長   

     指 定 都 市 教 育 委 員 会 教 育 長 

中 核 市 市 長 

    児 童 相 談 所 設 置 市 市 長 

      附属学校を置く国立大学法人学長 

各    附属学校を置く公立大学法人学長  殿 

     小中高等学校を設置する学校設置会社を 

所管する構造改革特別区域法第 12 条 

第 1項の認定を受けた地方公共団体の長 

独立行政法人国立高等専門学校機構理事長 

高等専門学校を設置する地方公共団体の長 

高等専門学校を設置する公立大学法人の理事長 

高等専門学校を設置する学校法人の理事長 

 

 

内閣府子ども・子育て本部統括官 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 総 合 教 育 政 策 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 初 等 中 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

文 部 科 学 省 高 等 教 育 局 長 

（公印省略） 

厚 生 労 働 省 子 ど も 家 庭 局 長 

（公印省略） 

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 

（公印省略） 

 

 

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定

期的な情報提供について 



 
 

 

 児童虐待については、児童相談所への児童虐待相談対応件数が年々増加の一途をたど

っており、重篤な児童虐待事件も後を絶たないなど依然として深刻な社会問題となって

いる。 

こうした中、平成 30 年３月に東京都目黒区で発生した児童虐待事案を受けて、「児童

虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対策」（平成 30 年７月 20 日児童虐待防止対策に

関する関係閣僚会議決定）に基づき、学校、保育所等と市町村、児童相談所との連携の

推進を図るため、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児

童相談所への定期的な情報提供に関する指針」に基づく運用をお願いしているところで

あるが、本年１月に千葉県野田市で発生した小学校４年生死亡事案を踏まえ、今般、「学

校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への定期的

な情報提供に関する指針」（別添）を定め、一層推進すべき取組として周知徹底を図る

ものであるので、適切な運用を図られたい。 

都道府県においては管内市区町村、所轄の私立学校及び関係機関へ、都道府県教育委

員会・指定都市教育委員会においては管内市区町村教育委員会、所管の学校及び関係機

関へ、指定都市・中核市・児童相談所設置市においては関係機関へ、附属学校を置く国

立大学法人及び公立大学法人においては附属学校へ、独立行政法人国立高等専門学校機

構並びに高等専門学校を設置する地方公共団体、公立大学法人及び学校法人においては

その設置する学校へ、構造改革特別区域法第 12 条第１項の認定を受けた地方公共団体

においては認可した学校へそれぞれ周知いただきたい。 

なお、「学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設から市町村又は児童相談所

への定期的な情報提供について」（平成 30 年７月 20 日付け内閣府子ども・子育て本部

統括官、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）につ

いては廃止する。 

また、本通知は地方自治法（昭和 22 年法律第 67号）第 245 条の４第１項の規定に

基づく技術的助言であることを申し添える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

学校、保育所、認定こども園及び認可外保育施設等から市町村又は児童相談所への

定期的な情報提供に関する指針 

 

 

１ 趣旨 

 

 本指針は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特

別支援学校、高等専門学校、高等課程を置く専修学校（以下「学校」という。）、保育

所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設（児童福祉法（昭和 22 年法

律第 164 号）第 59 条の２第１項に規定する施設をいう。以下同じ。）及び障害児通

所支援事業所（以下「学校・保育所等」という。）から市町村又は児童相談所（以下

「市町村等」という。）への児童虐待防止に係る資料及び情報の定期的な提供（以下

「定期的な情報提供」という。）に関し、定期的な情報提供の対象とする児童、情報

提供の頻度・内容、依頼の手続等の事項について、児童虐待の防止等に関する法律（平

成 12 年法律第 82 号。以下「虐待防止法」という。）第 13条の４の規定に基づく基本

的な考え方を示すものである。 

 

 

２ 定期的な情報提供の対象とする児童 

 

（１） 市町村が情報提供を求める場合 

要保護児童対策地域協議会（児童福祉法第 25 条の２に規定する要保護児童対

策地域協議会をいう。以下「協議会」という。）において、児童虐待ケースとして

進行管理台帳（注）に登録されており、かつ、学校に在籍する幼児児童生徒学生、

保育所、地域型保育事業所、認定こども園、認可外保育施設及び障害児通所支援

事業所に在籍する乳幼児（以下「幼児児童生徒等」という。）を対象とする。 

 

（注）進行管理台帳とは、市町村内における虐待ケース等に関して、子ども及び保護者に

関する情報やその状況の変化等を記載し、協議会において絶えずケースの進行管理

を進めるための台帳であり、協議会の中核機関である調整機関において作成するも

のである。 

 

（２） 児童相談所が情報提供を求める場合 

児童相談所（児童福祉法第 12 条に規定する児童相談所をいう。以下同じ。）が

管理している児童虐待ケースであって、協議会の対象となっておらず、かつ、学

校・保育所等から通告があったものなど、児童相談所において必要と考える幼児

（別添） 



 
 

児童生徒等を対象とする。 

 

３ 定期的な情報提供の頻度・内容 

 

（１） 定期的な情報提供の頻度 

 定期的な情報提供の頻度は、おおむね１か月に１回を標準とする。 

 

（２） 定期的な情報提供の内容 

 定期的な情報提供の内容は、上記２（１）及び（２）に定める幼児児童生徒等

について、対象期間中の出欠状況、（欠席した場合の）家庭からの連絡の有無、

欠席の理由とする。 

 

 

４ 定期的な情報提供の依頼の手続 

 

（１）市町村について 

    市町村は、上記２（１）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童生徒

等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、上記

３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載した書

面を送付する。 

 

（２）児童相談所について 

    児童相談所は、上記２（２）に定める幼児児童生徒等について、当該幼児児童

生徒等が在籍する学校・保育所等に対して、対象となる幼児児童生徒等の氏名、

上記３（２）に定める定期的な情報提供の内容、提供を希望する期間等を記載し

た書面を送付する。 

 

 

５ 機関（学校・保育所等を含む。）間での合意 

 

（１）  上記４により、市町村等が学校・保育所等に対し、定期的な情報提供の依頼を

行う場合は、この仕組みが円滑に活用されるよう、市町村等と学校・保育所等と

の間で協定を締結するなど、事前に機関の間で情報提供の仕組みについて合意

した上で、個別の幼児児童生徒等の情報提供の依頼をすることが望ましいこと。 

 

（２）  協定の締結等による機関間での合意に際しては、本指針に掲げる内容を基本



 
 

としつつも、より実効性のある取組となるよう、おおむね１か月に１回程度を標

準としている定期的な情報提供の頻度や、対象となる幼児児童生徒等の範囲に

ついて、定期的な情報提供の内容をより幅広く設定するなど、地域の実情を踏ま

えたものにすること。 

 

（３）  学校は、市町村等と協定の締結等により機関間での合意をしたときは、その内

容等を設置者等（私立学校にあっては当該学校の所轄庁を含む。以下同じ。）に

対しても報告すること。 

 

 

６ 定期的な情報提供の方法等 

 

（１）情報提供の方法 

学校・保育所等は、市町村等から上記４の依頼文書を受けた場合、依頼のあっ

た期間内において、定期的に上記３に定める定期的な情報提供を書面にて行う。 

 

（２）設置者等への報告等 

 学校が市町村等へ定期的な情報提供を行った場合は、併せて設置者等に対し

てもその写しを送付すること。また、市町村等へ定期的な情報提供を行うに際し

ては、地域の実情に応じて設置者等を経由することも可能とする。 

 

 

７ 緊急時の対応 

 

  定期的な情報提供の期日より前であっても、学校・保育所等において、不自然な外

傷がある、理由不明又は連絡のない欠席が続く、対象となる幼児児童生徒等から虐待

についての証言が得られた、帰宅を嫌がる、家庭環境に変化があったなど、新たな児

童虐待の兆候や状況の変化等を把握したときは、定期的な情報提供の期日を待つこと

なく、適宜適切に市町村等に情報提供又は通告をすること。 

  また、学校・保育所等は保護者等から対象となる幼児児童生徒等が学校・保育所等

を欠席する旨の連絡があるなど、欠席の理由について説明を受けている場合であって

も、その理由の如何にかかわらず、休業日を除き引き続き７日以上欠席した場合（不

登校等による欠席であって学校・保育所等が定期的な家庭訪問等により本人に面会が

でき、状況の把握を行っている場合や、入院による欠席であって学校・保育所等が医

療機関等からの情報等により状況の把握を行っている場合を除く。）には、定期的な

情報提供の期日を待つことなく、速やかに市町村等に情報提供すること。 



 
 

  なお、障害児通所支援事業所におけるこれらの取扱いは、原則として当該障害児通

所支援事業所をほぼ毎日利用している幼児児童生徒等を想定しているが、障害児通所

支援事業所の利用頻度が低い又は利用が不定期である幼児児童生徒等については、本

取扱いに準じた取扱いとすることとし、具体的な内容については、別途お示しする。 

 

 

８ 情報提供を受けた市町村等の対応について 

 

（１） 市町村について 

①  学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた市町村は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳しく

事情を聞くこととし、これらの情報を複数人で組織的に評価する。 

 なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で

の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

②  ①の評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら又は関

係機関に依頼して家庭訪問を行う、個別ケース検討会議を開催するなど状況把

握及び対応方針の検討を組織として行うとともに「児童虐待防止対策の強化に

向けた緊急総合対策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

③  対応が困難な場合には児童相談所に支援を求めるとともに、専門的な援助や

家庭への立入調査等が必要と考えられる場合は、速やかに児童相談所へ送致又

は通知を行う。 

④  協議会においては、市町村内における全ての虐待ケース（上記２（２）の場

合を除く。）について進行管理台帳を作成し、実務者会議の場において、定期的

に（例えば３か月に１度）、状況確認、主担当機関の確認、援助方針の見直し等

を行うことを徹底すること。 

 

（２） 児童相談所について 

①  児童相談所が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊

急時における情報提供を受けた場合 

ア 学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時における

情報提供を受けた児童相談所は、必要に応じて当該学校・保育所等から更に詳

しく事情を聞くこととし、これらの情報について援助方針会議等の合議による

組織的な評価を行うとともに、「児童虐待防止対策の強化に向けた緊急総合対

策」を踏まえて適切に警察と情報共有すること。 

なお、詳細を確認する内容としては、外傷、衣服の汚れ、学校・保育所等で



 
 

の相談、健康診断の回避、家庭環境の変化、欠席の背景、その他の虐待の兆候

をうかがわせる事実を確認できた場合には当該事項等が考えられる。 

   イ アの評価を踏まえて、必要に応じて関係機関にも情報を求める、自ら家庭訪

問を行う、個別ケース検討会議の開催を市町村に求めるなど状況把握及び対応

方針の検討を組織として行う。 

   ウ 必要に応じて立入調査、出頭要求、児童の一時保護等の対応をとる。 

②  市町村が学校・保育所等から上記６の定期的な情報提供又は上記７の緊急時

における情報提供を受けた場合、市町村の求めに応じて積極的に支援するもの

とする。 

 

 

９ 個人情報の保護に対する配慮 

 

（１） 虐待防止法においては、市町村等から児童虐待に係る情報の提供を求められた

場合、地方公共団体の機関は情報を提供することができると従前から規定されて

いた一方、児童虐待の兆しや疑いを発見しやすい立場にある民間の医療機関、児

童福祉施設、学校等は提供できる主体に含まれておらず、これらの機関等が児童

虐待に係る有益な情報を有しているような場合であっても、個人情報保護や守秘

義務の観点を考慮し、情報提供を拒むことがあった。 

児童虐待が疑われるケースについては、児童や保護者の心身の状況、置かれて

いる環境等の情報は、市町村等において、児童の安全を確保し、対応方針を迅速

に決定するために必要不可欠であることから、「児童福祉法等の一部を改正する

法律」（平成 28 年法律第 63 号）においては、地方公共団体の機関に加え、病院、

診療所、児童福祉施設、学校その他児童の医療、福祉又は教育に関係する機関や

医師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の医療、福祉又は

教育に関連する職務に従事する者（以下「関係機関等」という。）も、児童相談所

長等から児童虐待の防止等に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当

該児童相談所長等が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限

度で利用し、かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供するこ

とができるものとされた。ただし、当該資料又は情報を提供することによって、

当該資料又は情報に係る児童等又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれ

があると認められるときは、この限りでないとされた（虐待防止法第 13 条の４）。 

 

（２） このため、学校・保育所等から市町村等に対して、定期的な情報提供を行うに

当たって、「個人情報の保護に関する法律」（平成 15 年法律第 57 号。以下「個人

情報保護法」という。）第 16 条及び第 23 条においては、本人の同意を得ない限



 
 

り、①あらかじめ特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取

り扱ってはならず、②第三者に個人データを提供してはならないこととされてい

る。しかしながら、「法令に基づく場合」は、これらの規定は適用されないこと

とされており、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づき資料又は情報を提供する

場合は、この「法令に基づく場合」に該当するため、個人情報保護法に違反する

ことにならない。 

なお、地方公共団体の機関からの情報提供については、各地方公共団体の個人

情報保護条例において、個人情報の目的外利用又は提供禁止の除外規定として、

「法令に定めがあるとき」等を定めていることが一般的であり、虐待防止法第 13

条の４に基づく情報提供は「法令に定めがあるとき」に該当するため、条例にこ

のような除外規定がある場合には条例違反とはならないと考えられる。 

ただし、幼児児童生徒等、その保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を

不当に侵害することのないよう十分な配慮の下、必要な限度で行わなければなら

ないので留意すること。 

また、当該情報提供は、虐待防止法第 13 条の４の規定に基づくものであるた

め、同規定の趣旨に沿って行われる限り、刑法（明治 40 年法律第 45 号）や関係

資格法で設けられている守秘義務規定に抵触するものではないことに留意され

たい。 

 

（３） 市町村が学校・保育所等から受けた定期的な情報提供の内容について、協議会

の実務者会議及び個別ケース検討会議において情報共有を図ろうとする際は、市

町村において、学校・保育所等から提供のあった情報の内容を吟味し、情報共有

すべき内容を選定の上、必要な限度で行うこと。 

また、協議会における幼児児童生徒等に関する情報の共有は、幼児児童生徒等

の適切な保護又は支援を図るためのものであり、協議会の構成員及び構成員であ

った者は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らしては

ならないこととされているので、このことに十分留意し、協議会の適切な運営を

図ること。 

 

 

１０ その他 

 

  市町村等が学校・保育所等以外の関係機関に状況確認や見守りの依頼を行った場合

にも、当該関係機関との連携関係を保ち、依頼した後の定期的な状況把握に努めるも

のとする。 

 



 
 

 

 

 

児童虐待の防止等に関する法律（平成十二年法律第八十二号） 

 

（資料又は情報の提供） 

第十三条の四 地方公共団体の機関及び病院、診療所、児童福祉施設、学校その他児童の

医療、福祉又は教育に関係する機関（地方公共団体の機関を除く。）並びに医師、歯

科医師、保健師、助産師、看護師、児童福祉施設の職員、学校の教職員その他児童の

医療、福祉又は教育に関連する職務に従事する者は、市町村長、都道府県の設置する

福祉事務所の長又は児童相談所長から児童虐待に係る児童又はその保護者の心身の

状況、これらの者の置かれている環境その他児童虐待の防止等に係る当該児童、そ

の保護者その他の関係者に関する資料又は情報の提供を求められたときは、当該資

料又は情報について、当該市町村長、都道府県の設置する福祉事務所の長又は児童

相談所長が児童虐待の防止等に関する事務又は業務の遂行に必要な限度で利用し、

かつ、利用することに相当の理由があるときは、これを提供することができる。ただ

し、当該資料又は情報を提供することによって、当該資料又は情報に係る児童、その

保護者その他の関係者又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認め

られるときは、この限りでない。 

（参考） 



障生 第１５９３号 

令和元年 8 月 1 日 

 

障がい児支援施設・事業所管理者 様 

 

大阪府障がい福祉室生活基盤推進課長 

   

障がい児支援施設・事業所における安全確保の徹底について（通知） 

 

   このたび、府内の障がい児通所支援事業所において、食事介助を受けていた児童が

急変し、その後死亡に至った事案が発生しました。 

    児童の安全と安心を確保することは障がい児支援の基本であり、児童、その家族

及び地域住民等の信頼を損ねる事案はあってはならないことです。 

    つきましては、別添の指針を参考に、児童の安全確保に万全を期されるようお願

いします。 

 

 

 

 

 

 大阪府障がい福祉室生活基盤推進課 

 指定・指導グループ  

電話  06-6941-0351（代表）内線 2462 

    06-6944-6696（直通） 

ＦＡＸ 06-6944-6674 



















































































             

事 務 連 絡 

                                                令和５年３月 31 日 

 

都道府県 
各  指定都市  民生主管部（局）担当者 殿  
   中 核 市 

 

厚生労働省子ども家庭局子育て支援課 

厚生労働省社会・援護局 

障害保健福祉部障害福祉課 

 

 

児童福祉施設等に設置している遊具の安全管理の強化について 

 

都市公園内において、公園施設及び管理に起因すると思われる事故が発生し

ましたので、以下のとおりお知らせします。 

〇令和５年１月６日（金）午後２時頃、街区公園内において７歳女児がロー

プウェイで遊んでいたところ、ワイヤーと滑車部の間に指を挟み負傷する事

故が発生した。（国土交通省事務連絡 別添１） 

 

上記を踏まえ、別紙のとおり、国土交通省都市局公園緑地・景観課企画専門

官から事務連絡「都市公園における安全確保について」が発出され、類似事故

の再発防止に努めるよう、注意喚起が行われたところです。 

児童福祉施設等に設置している遊具の安全確保については、「児童福祉施設等

に設置している遊具の安全確保について」（平成２０年８月２９日雇児総発第

0829002 号、障障発第 0829001 号）等により、遊具の安全確保・事故防止対策に

努めていただいているところですが、各都道府県・指定都市・中核市民生主管課

におかれては、日常の点検と不備があった場合の適切かつ速やかな対応につい

て、より一層万全を期されるよう、管内の児童福祉施設等及び市区町村に対して

指導方お願いいたします。 


